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上部空間等利用にあたっての前提条件について 

（道路占用許可について） 

 

 

上部空間等を利用するには、ここが高速道路の敷地であるため、高速道路管理者から、

事前に道路占用の許可を得る必要があります。 

 

 

（１）道路占用とは 

 

 道路の占用とは、道路に工作物や物件、または施設を設け、継続して道路を使用する

ことをいいます。 

道路占用許可の内容や基準等については、「道路法や道路法施行令（以下「法令」とい

う。）」などに記載があります。 

 

 

（２）道路占用の三原則 

  

①公共性の原則・・・公共性のない占用は、原則として認められません。 

占用相互間においては、公共性の高いものが優先されます。 

 ②計画性の原則・・・将来の道路計画はもちろん、都市計画やその他周辺の土地利用計

画と調整を図る必要があります。 

 ③安全性の原則・・・道路の構造や交通への支障を最小限に留める必要があります。 

 

 

（３）道路占用許可の一般的な基準 

  

①占用物件に該当していること 

   法令の中で、道路占用が可能なものが列挙されています。この「道路占用が可能な

もの」以外のものは、道路占用をすることができません。 

 



●道路占用許可が可能なもの（法令より抜粋） 

   ・電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工

作物 

・水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

・歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

・地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

・露店、商品置場その他これらに類する施設 

・看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 

・太陽光発電設備及び風力発電設備 

・工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 

・土石、竹木、瓦その他の工事用材料 

・トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動

車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設。 

     ⇒今回の上部空間等利用の検討では、主にこの下線部の施設が対象になってく

ると考えられます（以下「今回の検討施設」という）。 

 

 ②道路の敷地外に余地がないこと（無余地性） 

   道路占用は、道路の敷地外にそれらを設置する余地がなく、必要やむを得ない場合

に認められます。 

例えば、公園を設置したいという場合、「この場所には公園が必要だが、この道路の

敷地以外に公園を設置できる場所がない」という理由が必要となります。 

 

 ③技術的な基準等に適合していること 

  占用の期間や場所、占用するものの構造等が基準に適合することが必要です。 

  今回の検討にあたって、主な基準等を記載します。 

 

 ●占用の期間・・・今回の検討施設については５年以内です。 

         ※占用許可の更新は可能です。今回の検討では、暫定利用区域を除き、

更新によって、長期間の利用が可能と想定されます。 

 

 ●占 用 者・・・高速道路管理者に代わって、高架の道路や橋脚など道路構造物の日

常的な点検を行える者であることが必要です。 

占用者が区であれば、問題はありません。 

 

 ●占用の場所・・・高架下の場合、高架の道路の保全に支障のない場所である必要があ

ります。このため、高架下に建築物を建築する場合などは、建築物

の屋根や壁面を、高速道路の桁下や橋脚から一定距離以上離す必要

があります。 

 

 



（４）その他の制限・条件等 

 

 ①火気の使用はできません 

   道路の敷地内では、火気の使用はできません。 

例えば、福祉施設や交流施設等の建物内で、お湯を沸かしたり、簡単な調理をした

りするような場合でも、火は使えません（電化であれば可能です）。また、屋外でのバ

ーベキューや、防災用かまどベンチ等のかまど利用もできません。 

 

②建築物の荷重制限があります 

今回の検討区域内において、トンネルの上部及びその周辺部で建築物を建築する場

合には、荷重制限があります。 

具体的には、軽量鉄骨造２階建て程度以下の荷重（１ｔ／㎡）である必要がありま

す。 

 

 ③外環事業の完了後でなければ利用できません 

   上部空間等利用の施設の整備工事に着手できる時期は、外環事業の完了以降になり

ます。東名高速道路の高架下も含めて上部空間等利用が可能な場所は全て、外環事業

の完了後でなければ施設の整備工事に着手できません。 

このため、実際に上部空間等利用が可能になる時期は、外環事業の完了後、早くて

も数年後になると想定されます。 

 

 

（５）道路占用許可の手続き（概要） 

 

 道路占用許可は、高速道路の管理者である「独立行政法人 日本高速道路保有・債権返

済機構（以下「機構」という。）」が行います。 

 道路占用許可の申請にあたっては、占用するものの詳細な事業計画や図面等の書類を、

機構に提出します。機構は提出された書類を基に、占用許可の可否を判断し、結果を通知

します。 

 このため、道路占用許可の申請にあたっては、できる限り確実に占用許可が得られるよ

う、外環事業者等の関係機関と事前に十分に調整する必要があります。 
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東名高速道路高架下空間付近の環境アセスメント 

 

環境影響評価書 抜粋（平成19年 3月東京都） 

１） 振動の予測結果 

 

２） 騒音の予測結果 

 

 
 

３） 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果 

 

 

参考 



      

 

中央高速道路高架下空間施設利用の事例 

北烏山地区体育室 

  

 

身近な広場（北烏山８－１２遊び場） 

     




